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令和４年度 第 3 回 渋谷区子ども・子育て会議 会議録 

令和 ５年 3 月 ２７ 日（月） 

１８：００～１９：００  

                                                      オ ン ラ イ ン 会 議  

■次 第 

１ 開 会  

２ 議 事  

① 令和５年４月保育所等入所申込人数について  

② ぶれあ保育園・上原の運営事業者の変更について  

③ 子ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定について 

④ その他  

 

３ 閉 会  

 

■委員構成 

会長・A 委員（学識経験者）  

B 委員（学識経験者）  

C 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者）  

D 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者）  

E 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者）  

F 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者）  

G 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者）  

H 委員（保護者代表）  

I 委員（保護者代表）  

J 委員（保護者代表）  

K 委員（保護者代表） 

L 委員（保護者代表） 
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■会議録 

 

１ 開 会 

【会長・A 委員】 

定刻になりましたので、令和 4 年度 第３回子ども・子育て会議を開催させていただきます。

会議に先立ちまして、本日の出席状況を保育課長からお願いします。 

 

【事務局（保育課長）】 

今回につきましても、オンライン会議での開催といたします。現時点では７人の委員の方に

ご参加いただいておりまして、会議として成立しているところでございます。 

 

2 議 事 

① 令和５年４月保育所等入所申込人数について  

【会長・A 委員】 

令和 5 年 4 月保育所等入所申込人数について、保育課長から報告をしていただきたいと思

います。 

 

【事務局（保育課長）】 

資料１について説明 

 

【会長・A 委員】 

報告内容につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

 

【L 委員（保護者代表）】 

保育園については、かなり増設に力を入れていただいて、ありがとうございます。 

先程の入所申込のところで気になったのが、氷川保育園とか申込者が 0 人の園は、保育園

としてすごく小規模になってきています。小学校は統合等の話も聞くんですけど、保育園も

長期的に人数少ないところは統合していく予定とか、どのように考えていらっしゃるのか

を教えていただいても良いでしょうか。 

 

【事務局（保育課長）】 

現時点では渋谷区のお子さんの人口は微減、あるいは同じような人数で推移しているとこ
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ろでございますので、しばらくは各保育園の入所状況等を注視する必要があると考えてお

ります。今後、あらゆる手法で検討する必要があると考えているところでございます。 

 

【会長・A 委員】 

はい、他にはいかがでしょうか。 

 

【I 委員（保護者代表）】 

保育園がたくさん出来たことによって、今、空きがあるところもだいぶ増えて来たっていう

ことですけれども、少人数制での保育を実現できることが可能性としてあるのかなという

ふうに感じています。保育人数についてお話合いが色々とされている中で、預ける保護者と

して、子供が赤ちゃんとか、小さい時は先生が受け持つ人数を少人数にしたほうが、目が行

き届く、質の高い保育、教育ができるのかなというふうに感じています。 

待機児童が解消されたこれからは、新しい課題に向けても頑張っていただけると、すごく保

護者としてはありがたいなと感じています。 

それと空きがある分、就労をされていない方も、今の条件では就労条件があって保育園に預

けることになると思うんですけれども、孤独に陥っている方々に対しても少し条件を緩和

してというお話も出てきていると思いますので、私自身、子どもが３才の１年間というのは、

仕事を辞めていましたので、自宅で子どもと 2 人で過ごしていたんですけれども、１歳、２

歳、３歳は習いごとも凄く限られていまして、なかなか外につながりを作っていくという時

間と場所というのが限られているので、そういった就労条件も緩和していただければ、孤独

に陥っている人たち、本当に辛いっていう方々を子育てで楽に、気持ちよく子どもを育てて

いけるように変わっていくのかなと私自身は考えているので、是非新しい課題に向けても

頑張っていただけるとうれしいなあと思います。 

【会長・A 委員】 

今のご意見も参考にしながら、今後生かしていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

【H 委員（保護者代表）】 

先程、I 委員からもあったと思うんですけれども、政府としても昨今の少子化対策等で、入

園条件を緩和していくというような方針を示されつつある中で、現時点では待機児童等は

解消されたところではあるんですけれども、今後、渋谷区としてどうしていくのか、何か方

針や検討しているところがあれば教えていただければと思います。 

 

【事務局（保育課長）】 

保育園につきましては保育の必要な園児様をお預かりする施設となってございますが、定

員に空きがあるような保育園も出てきているところでございます。空き活用については、国
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がモデル事業を実施するということになっておりまして、そのモデル事業へ参加したいと

渋谷区も手上げをさせていただいているところでございます。 

 

【会長・A 委員】 

その他ご意見あるいはご質問はございますか。 

 

【B 委員（学識経験者）】 

今、幼稚園等が預り等をやって、時間延長しているということと、待機児童解消ということ

で園庭のない保育園も認められてきているということから、他区では３歳になって保育所

から幼稚園に移動しているという例が見られているという報告を受けたことがあるんです

が、渋谷においてはいかがでしょうか。 

 

【会長・A 委員】 

保育課長お願いします。 

 

【事務局（保育課長）】 

確かに 0 歳児、１歳児の空きはほとんどないところでございますが、3 歳から 5 歳になって

まいりますと、若干各保育園でも空きが出てくるところでございます。社会的な増減、転出

転入等で移動される方、様々な方がいらっしゃいますけれども、その中で幼稚園に転園され

る方もいるものと承知しております。 

 

 

② ぶれあ保育園・上原の運営事業者の変更について 

【会長・A 委員】 

それでは次の議題に移らせていただきます。続きまして、ぶれあ保育園・上原の運営事業者

の変更について、保育課長から説明していただきたいと思います。 

 

【事務局（保育課長）】 

資料２について説明『 

 

【会長・A 委員】 

今の説明につきまして、ご質問、ご意見等頂戴できればと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【K 委員（保護者代表）】 

事業者の変更自体に何かがあるという訳ではないんですけども、この変更に関して区の方
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で懸念とか懸案とか、不安事項とか、もしくは変更にあたって経営状況とか確認されたりさ

れているのでしょうか。 

 

【事務局（保育課長）】 

まず、認可定員が 19 人から 18 人に１人減るということが問題はないのかというところで

すが、0 歳児保育の需要が大きいと推測されるものでございますから、全体では１人減りま

すけれども、0 歳児定員２人増員の効果が期待されているものと考えてございます。それか

ら運営等については、特段問題無いものと考えているところでございます。 

 

【K 委員（保護者代表）】 

はい、ありがとうございます。代々木上原は知らない地域ではないので、このキッズブレア

という会社の経営状況も調べられる範囲で調べたんですけども、最初の方にご提示されて

いたこの保育園の申し込み状況などを見ても、そんなにたくさんの申込がある訳ではない

というところで、それだけを見たらあまり問題がないかなと思うんですけども、この会社の

実態を見たときに保育園・乳児保育事業とファッション・美容事業とかをやってらっしゃる

ということで、会社分割をした事業者の状況が区民として大丈夫なのかなって思ったとこ

ろです。今申し上げた以外に状況・情報が得られなかったので、区民の皆様のニーズも踏ま

えて、どうなのかなというところで質問させていただいた次第でございます。 

 

【会長・A 委員】 

はい、ありがとうございます。ご懸念があること、それはもっともだと思うんですね。です

から区の方でも、これから見守っていきながら、きちんとチェックをしていただくというこ

とをお願いしたいと思います。それから、事業者の関係で乳児部門に分かれたということで

すけれども、それで定員が 1 人少なくなったということではあるんですが、0 歳児が増えて

いるところでもありますので、保育士の人数の配置も、質もきちんとチェックしていただか

ないとまずいかなと思います。 

 

それでは、今、貴重な意見を伺いましたので、本件についてはそのご意見等を踏まえながら

手続きを進めていっていただければと思います。 

 

③ 子ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定について 

【会長・A 委員】 

次に、子ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定についてです。保育課長から説明をし

ていただければと思います。 
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【事務局（保育課長）】 

資料３について説明 

 

【会長・A 委員】 

今の説明につきまして、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

【L 委員（保護者代表）】 

面積はどれぐらいなんでしょうか。 

 

【事務局（保育課長）】 

アソシエ神宮北参道保育園の面積でございますが、293 ㎡でございます。 

 

【L 委員（保護者代表）】 

延床面積ですか。それともワンフロアで 293 ㎡あるのでしょうか。 

 

【事務局（保育課長）】 

ワンフロアで 293 ㎡でございます。 

 

【L 委員（保護者代表）】 

わかりました。ありがとうございます。認可なので広さの規定とかは大丈夫かなと思いつつ、

割と保育園をたくさん建ててくれて、ありがたいなあと思っているんですけど、結構狭い中

だと子ども達もどうかな と思ってたので、ご質問させていただきました。ありがとうござ

います。 

 

【会長・A 委員】 

今、ご質問もありましたけれども、これについても皆様のご意見、また他にもお気づきの点

があれば、後から事務局にお伝えいただきたいなと思いますけれども、そういったご意見等

を参考にさせていただきながら、手続きを進めていただきたいと思っております。 

 

 

④ その他 

今日の議題は以上ですが、まだご発言いただいていない方がいらっしゃいますので、ご意見、

ご質問がございましたら、ご発言いただければと思います。 
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【J 委員（保護者代表）】 

20 年程かけて渋谷区の小学校、中学校が徐々に建て替えられるという整備の話があるんで

すけど、子どもひとりひとりが自分の個性を伸ばして未来をより良く生きるためっていう

渋谷区の話なんですが、そういう部分では保育園の時からその辺も考えた方が良いのかな

と僕は思います。小学校、中学校とどういうお考えであるのかなっていうのが気になったん

ですが、どなたかわかる方いらっしゃいますか。 

 

【事務局（子ども家庭部長）】 

まず 20年間の建て替え計画につきましては、前年度まで私、教育委員会におりましたので、

その事情については一定程度把握をしているものでございます。今、島﨑委員からあったよ

うに個性を大切にして行くということで、未来の学校づくりを展開していくということは

承知をしているところです。一方、保育園についてはどのように考えていくのかということ

ですけれども、当然のことながら、未就学から就学していく、すなわち保育園、幼稚園等か

ら学校に進学をしていくということを考えれば、保育園も当然そのような考え方の中で、建

て替えであったり、長寿命化であったりということは考えていかなければならない時期に

来ているかなと思っています。具体的な計画が今あるわけではないですけれども、学校の建

て替えの際に、保育園を融合していくというか、複合化していくという考えもあるのではな

いかと思っていて、色々な意味で学校と連携をしていくというのは、ソフト面でもそうです

けれども、ハード面でも同じようなところで、教育あるいは保育が展開されていくというの

も一つのあり方だと考えているところです。今後、学校の建て替えについて、具体的に地域

にご説明をしていくということになっておりますので、その前段階で、近くにある保育園で

建て替えに資するような保育園があれば、学校と同じ敷地内に建てられないか、同じ建物内

に入れられないかということで考えていきたいと思っています。また、当然のことながら、

ソフト面においても、ひとりひとりを大切にしていくという姿勢を持ちつつ、そのための設

備、あるいは建築について、どのようなものが良いのかというのは、教育委員会と足並みを

揃えながらやっていきたいと考えているところでございます。 

 

【会長・A 委員】 

はい、ありがとうございました。 

 

【D 委員（子ども・子育て支援に関する事業従事者）】 

他の区に先駆けて、小学校の先生、保育園、幼稚園、認定こども園の関係者が集いまして、

就学前教育プログラムという、子どもの育ちに関して、どんなお子さんの姿が望ましいだろ

うかというようなことを検討研究いたしまして、冊子を作って、それを保育園、幼稚園等で

絶えず教科書として進めて来ているものがあります。 

一方で、小学校との連携ということでは、就学前オープンスクール事業を教育委員会と子ど



 

8 

 

も家庭部とのチームワークでもって、実際に子どもたちが小学校を見学するだけじゃなく

て、英語の授業を体験するとか、放課後クラブを体験する、また、小学校の児童さんが保育

園にいらっしゃる。渋谷区は小学校の数から言うと、割合進めやすい状況だったかなって、

私自身の長年の経験から思います。 

建物の建て替えに関しては、保育園、幼稚園、渋谷区の方針として、どういうふうに教育体

系を進めていくのかということは、とても大事なことかと思います。 

そのためにも、以前あった幼児教育プログラムから、それをさらに研究成果を踏まえて就学

前教育プログラムを作り、その実践をしていくというような、どこの保育施設で子どもが育

とうとも、小学校に就学する年齢の子どもの育ちを、みんなで一つのレベルを作っていこう

というような計画だと思っております。 

そういう意味で、区全体の政策として、地域の小学校や町会や様々な地域の人たちとの連携

で、どういうふうに子ども達を育てていくのかっていうことに尽きるかなと思っておりま

す。そういうことを私は経験的に感じましたので、行政を担当される方には渋谷区ならでは

の文化水準、教育は文化ですからね、そういった水準を高めていけるようになるといいかな

と私自身は望んでいるところです。 

 

【会長・A 委員】 

ありがとうございました。いろいろ参考にさせていただきたいと思います。その他の委員の

方、一通りご意見は賜りましたけれども、最後にご質問、あるいはご意見があれば承りたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

【I 委員（保護者代表）】 

小学校のことについて、１点だけ意見させていただければと思います。私の息子が 4 月か

ら小学生になるんですが、小学校の準備品を準備するのがものすごく大変だったと感じま

した。例えば、筆箱は無地、箱型で、キャップを使わなくて良い物というような指定があっ

たり、下敷きは無地の物であったりとか、それぞれ準備品に対してすごく細かな指定がある

んです。それを一つずつ調べて注文していくというのが、結構大変だなって正直な感想とし

て思いました。細かく指定することについては、色々なご家庭や児童がいる中で、こういう

風に長年徐々になってきたのかなというのは想像つくんですけれども、正直、細かい指定が

あるのであれば、一律学校指定でこの筆箱っていうように決めていただいて、一括で購入で

きるようにした方が助かるなと個人的に感じました。ランドセルもすごく高額で、兄弟がい

らっしゃるご家庭は、ものすごく負担になるだろうなと私自身は感じました。他の地域では

色々な準備品も安くて、一律で一括で購入というように、一日指定のお店が販売に来るシス

テムがあったりですとか、ランドセルについても体型に合わせたものを買い換えられるよ

うなシステムというものがあったり、県や市町村で整えているところもあるので、準備品に

ついて、いろいろ便利になる部分をもう一度検証していただけるとありがたいなというの
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を、今回初めて、子どもが小学生になるにあたって感じたので、意見させていただきました。

よろしくお願いします。 

 

【会長・A 委員】 

はい、ありがとうございます。実際にそういうことを実感されたことでのご意見だったと思

うので、ぜひ担当部署のほうに伝えていただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

【K 委員（保護者代表）】 

二つありまして、一つは令和 2 年度から令和 6 年度までの渋谷区子ども・子育て事業支援

計画が、今、実行運用中だと思うんですけれども、私もこの子ども・子育て会議委員になる

かならないかぐらいのときに、その計画の素案に意見を申し上げるみたいなステージもあ

って、区としての事業の推移がどうなっているのかなっていうのは、すごく関心事として持

っております。別の機会の会議等で構わないので、進捗状況などご共有いただけると大変嬉

しいなと区民としても思っております。 

２つ目は、区民や子育てをしている人は興味があるかなと思うんですけれども、こども家庭

庁が創設され、子ども・子育て会議も自治体向けには繋がりがあるのかなと思うんですが、

4 月以降地域の子ども子育て環境において、何か良い影響があるとすごく良いなあと思って

おります。 

 

【事務局（保育課長）】 

子ども・子育て支援事業計画についてでございますが、委員からのお話のとおり、現在運用

してございます第２期渋谷区子ども・子育て支援事業計画は、令和 2 年度から 6 年度まで

の計画でございますけれども、令和 5 年度につきましては区民の方のご意見等を聴くニー

ズ調査を実施してまいりたいと考えてございます。それから令和 6 年度におきまして、新

たに次の 5 年間の次期計画を立てていきたいと考えてございます。そういったところで、

また皆様方のご意見を伺えればと考えているところでございます。 

 

【会長・A 委員】はい、ありがとうございました。子ども家庭部長、お願いいたします。 

 

【事務局（子ども家庭部長）】 

まず、今、課長が申し上げたように計画に向けて来年度ニーズ調査を実施していくわけです

が、その中で進捗状況等についてご報告出来ればと考えております。今現在、どうだから次

どうするかというところ、現状把握と現状の課題を認識しなければ、次のステップに進まな

いというところがありますので、委員が言われたようなところについては、きちんとお示し

をする機会を作る必要があると考えてございます。 
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また、二点目のこども家庭庁についてですけれども、来年度渋谷区において明確に組織立っ

て何かをやるということはありません。これは東京都もまだ専管組織、あるいはこども家庭

庁に対応した組織改正を行っておらず、また 23 区の中でもこども家庭庁に職員を派遣する

ことを行う区がございますけれども、実際そういった影響というか、効果を受けた組織を作

るという区は今のところございません。 

その中で、何がこれから変わっていくのかということですけれども、先ほどＤ委員からもあ

りましたように、何より大切なのは子ども達を中心に施策を展開して行くということを可

能にする組織が国に出来たと思っております。今までは、文科省の話、厚労省の話、内閣府

の話というものが、今度はこども家庭庁に集約されることによって、子どもを中心とした対

応ができるようになるということが一番大きな違いになってくるだろうと思っています。

今まで、このセーフティネットと言うか、光がなかなか当たらなかった部分について、この

子どもを真ん中に据えた政策、あるいは事業展開するために、何が出来るのかということを

検討する１年になろうかと思っております。従いまして、令和 6 年度に向けて、もしかする

と組織あるいは事業の整理等が行われるかもしれません。 

それについては、次年度、必要に応じ皆様と協議をしながら、というふうに思っております。

また、子ども・子育て支援事業計画についても、こども家庭庁にこの子ども・子育て会議が

移管されたということも相まって、総合的に貧困やヤングケアラーから様々な課題に対し

て対応する計画を作るということが従来以上に求められことになると考えており、この子

ども・子育て支援事業計画についても、どうあるべきかというのは、令和 6 年度に向けて新

たなステージに入っていくのかなと思っているところでございます。私からは以上です。 

 

【会長・A 委員】 

はい、ありがとうございました。 

 

【B 委員（学識経験者）】 

こども家庭庁の話がありましたので、関連の情報としてお伝えをしていきたいと思ってい

ます。今、国の方でもいろいろ動きがありますけれども、具体的なところがなかなか示され

てないというところで、私はソフトのところでお話をしたいんですけれども、今回はこども

基本法の第 11 条で、子どもの施策についてはその当事者である子どもの意見を反映すると

いうことをうたっています。これは義務となっています。そして、それらのことを踏まえな

がら、先ほど言ったように、各自治体は反映するためにどういったものを作ったらいいのか

というようなところが今、各自治体に投げられているというところです。こういった答弁の

ところでは、意見の尊重、基本理念として掲げているだけではなくて、子どもの意見を聞く

だけで終わらないようにという趣旨のことも示されて、議会答弁とかで示されています。そ

ういう中で国が示しているのが、子どもの意見の反映というところでは、子どもや若者を対

象としたパブコメの実施とか、審議会とか懇談会の委員会への子どもの参画の促進とか、
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SNS を活用した意見聴取っていうような、ざっくりとしたことなんですね。ただ、もう一

方で、これだけで本当に子ども達の意見というものが反映されるのかというようなところ。

さらに言えば、子どもの権利条約では、声なき声についても聞かれる権利というようなもの

ですから、意見が言える子ども達は良いけれども、一方で意見が言えないというような子ど

も達の声をどうキャッチできるのか、そういう中にあって、このこども家庭庁の中の審議会

の中には一つの部会として子どもの居場所、そういう場部会が作られていきます。私は児童

館のことをこれまでやってきておりまして、そういう中で子ども達の意見を聞くといった

ところで、学校でも言えない、そして家庭でも言えない、親が代弁者にもなれないとなると

真の意見を聞けるというのが、児童館であったり、放課後児童対策の学童クラブであったり、

そういうようなところで、子ども達が真の声を、第三の居場所としての真の意見を出してい

くんじゃないかなと。そういったところの職員が代弁者として何らかの形で発信していく

ということも考えられていくのかな。いずれにしても、子ども達の声をいかに聞いていくの

か各自治体に投げられていますので、渋谷区においても、子ども達の声の反映というのをど

ういうふうに考えていくのかっていうところは 4 月以降、しっかりと区としての取組とい

うのが求められているというところをお伝えしておきたいと思います。 

 

 

【会長・A 委員】 

以上で、本日の会議の議題を全て終了しました。それから今、みなさんからいただきました

ご意見等につきましては、今後参考にさせていただきながら、様々な事業等に組み込ませて

いただければと思っておりますので、引き続きお気づきの点等がございましたら、事務局に

ご連絡いただければと思います。 

 

今年度の子ども・子育て会議はこれで最後になります。令和 5 年度第１回につきましては、

日程が決まり次第、事務局から皆様へお知らせいたしたいと思います。 

 

３ 閉 会 

【会長・A 委員】 

今日はお忙しい中お集まりくださいまして、またご貴重な意見をいただきまして、誠にあり

がとうございました。これをもちまして、令和 4 年度第３回子ども・子育て会議を閉会させ

ていただきます。ありがとうございました。 

 

 


